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｢沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領制定についての留意点｣等

の訂正について

平成２８年３月１１日付農総第２３４２号で通知したみだしの説明書等について、下記

のとおり訂正がありますので、送付します

記

１．訂正内容： 別紙

２．添付資料：｢沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領制定についての留意点｣

設計変更様式集(H28.4適用)

担当者 片岡 篤
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訂正内容：①｢沖縄県農林水産部建設工事設計変更要領制定についての留意点｣の第３条

の（用語の定義）の説明において

｢軽微な変更か重要な変更かの判断は、増減のぞれぞれに適用して判断す

る。相殺された金額(比率)ではない。｣を削除する。

②設計変更様式集(H28.4適用)の様式１【記入例 3】の

"※軽変か重変の判断は、増減のぞれぞれに適用して判断する。相殺された

金額(比率)ではない。"
を

"(軽微な設計変更の手続き)の対象金額 250 万円以上の判断は、増減のぞれ

ぞれに適用して判断する。相殺された金額ではない。"
に訂正する。

"←増額が 2,000万円以上なので重変に該当"
を削除する。

③設計変更様式集(H28.4適用)の様式１【記入例 4】の

"※軽変か重変の判断は、増減のぞれぞれに適用して判断する。相殺された

金額(比率)ではない。"
を

"(軽微な設計変更の手続き)の対象金額 250 万円以上の判断は、増減のぞれ

ぞれに適用して判断する。相殺された金額ではない。"
に訂正する。

"←増額が 20%以上なので重変に該当"
を削除する。


